
① ●

② 〇

●

〇

　
基
本
目
標
　
Ⅱ

24年度の母子手帳交付者は549人であり、うち、「すこやか教
室」参加者219人（39.9％）、内訳は初産婦117人、経産婦102人
である。また、父親の参加は初産婦の場合が28人と多く、経産
婦の場合は3人と少ない。以上のことが担当課との質疑応答の
中で明らかになった。今後は、参加者数等は前年度との比較と
ともに、審議会の資料に事前に記述して、成果や課題が把握
できるようにして頂きたい。父子手帳交付については、出産まで
の時期に応じた父親としての役割や配慮等について具体的な
絵も含めて記載されており、効果が期待できる取り組みであり、
評価したい。また、「すこやか教室」参加者や父子手帳に関す
るアンケートを取っていただき、参加者の意見を参考にして、次
へのステップアップをお願いしたい。

「父と子のつどいの広場」については、継続した取り組みがなさ
れており、父親の子育てを支援する意味で評価したい。担当課
との質疑の中で、「父と子のつどいの広場」は年に6回開催さ
れ、参加者は合計228人であると報告された。しかしながら、「父
と子のつどい」としながらも、保護者111名中父親は43名であり、
母親の参加が67名と多いのが現状である。これを踏まえ、平成
25年度は、父親の参加を促進するために、子育てのスキルアッ
プの具体的な手法を取り入れた新たな事業である「イクメン道
場」として実施されており、父親の子育てへの更なる支援に繋
がることを期待したい。

重点施策における審議会評価・意見

重点施策

男女が共に参画する育児・
介護のための講座及び相
談事業の実施

審議会評価・意見

家庭における共同参画・共
同責任意識の促進

小学5･6年生向けの認知症ジュニアサポーター養成講座を開
催。子どもたちが認知症について学び、正しく理解し、人権意
識や、助け合いの精神を向上させることは大きな意義があり、
大いに評価したい。ただし、認知症サポーター養成講座につい
ては、997名の参加者のうち、男性390名とあるが、これは、上記
の小学生を含んでおり、報告書への記載が不十分であり、成果
として実態が見えないのが残念である。今後は他の事業と同様
に、読む側に立った報告書の記載をお願いしたい。また、介護
教室89名の参加者中男性１人、介護予防講座250人の参加者
中男性は44人であるが、さらに関心を高め男性も増えるよう尽
力願いたい

「一行詩」については、24年度は1,151名2,143作品と過去最高
の応募があった。老若男女、すべての人が参加できる素晴らし
い取り組みであり、年度で増減はあるものの全体的には上向き
で、発展的に推移しているため、是非継続していただきたいし、
大いに評価したい。なお、取組の開始年度や、応募数の推移
がわかるように表記して頂きたい。
　また、今後は広報活動の充実とともに、これまでの個人表彰
に加えて、協力していただいた学校や企業に対する表彰につ
いても、5年ごとに表彰する等、取組の拡大に向けて、検討願い
たい。

    古賀市男女共同参画審議会は、第１次古賀市男女共同参画後期実施計画の「基本目標と施策

の体系」中の具体施策59項目すべてを点検、評価し、総合評価、評価意見等を基礎資料として、平

成23年度に第2次古賀市男女共同参画計画の原案作成を行なった。                                                                                                
    平成25年度は、点検・評価の対象となる事業の実施年度が平成24年度であり、第2次古賀市男女
共同参画計画の最初の実施年度であることから、審議会委員の意見に基づき点検、評価すべき重
点施策48項目中17項目を選定し、これまでと同様に点検、評価を実施した。      

     また、昨年度に引き続き、今年度も、点検、評価を行う事業の担当課の出席を得て、直接質疑応

答を実施できたことから、担当課の意図をより理解することができ、点検・評価の深化に繋げることが

できた。 
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地域活動における女性リー
ダーの養成

地域活動における女性リーダーの養成については、就学後の
児童を持つ親の悩みを受け止める、地域でのサロン活動の担
い手を、養成するため「家庭教育支援者養成講座」開催した
が、参加者は女性のみの10名であった。担当課からは「子育て
という女性の役割を地域で発揮してもらいたい」　という発言が
あり、現段階では、女性が活躍できる場の創出として肯定的に
捉えている。なお、講座の参加者が10名と少ないことから、開催
時期とともに、告知方法の工夫についても再考して頂きたい。

災害時における女性の保
護への理解促進

研修会の開催及び冊子等
を活用した理解促進

防災、環境保全、まちづく
り等への男女共同参画の
促進

商工政策課において、性別にかかわらずプレゼンの場を提供
し、企業から女性のプレゼンターが実現したことは、企業におけ
る男女共同参画の端緒になると考えられ評価したい。今後はさ
らに企業で男女がともに活躍でき、公平な処遇を受られるよう、
様々な方法で積極的な働きかけを願いたい。

事業所に対するセミナーの講演「昨日・今日・明日　女と男」
は、担当課との質疑の中から参加者は28名であり、企業主を対
象としていたことから、内訳は男性25名、女性3名であることが
明らかになった。講演は、事業所の中の男と女の関係につい
て、基本的な内容であり、参加者に好評だったとのことで評価し
たい。しかしながら、事業所における問題については、女性の
待遇や登用、妊娠や出産に加えて、‘管理職の登用’に焦点を
あてたセミナー開催について考えていただきたい。企業を取り
巻く環境は年々厳しくなり、労働者がそのしわ寄せを一番に受
けている。講師の選定については、講師料の関係で厳しい部
分もあるとは思うが、企業の要望も十分踏まえたセミナーの開
催を願う。なお、企業側はパワハラ、セクハラ、外国人に関る情
報を得たいとの要望が強く研修会も実施しているが、担当課で
は、パワハラやセクハラに関するＱ＆Ａ式のビデオを購入して
貸出し、学習効果が大きかったと好評であったことは評価した
い。

「古賀市防災会議条例」及び「古賀市災害対策本部条例」の一
部が改正され、男女共同参画を促進するよう防災会議の委員
に、「自主防災組織を構成するもの」「学識経験者から市長が任
命するもの」という条文が加えられたことは大いに評価したい。
この上は、条例改正の趣旨を活かして地域における不十分な
状況を改善し、災害時の人的被害を最小限にくい止めるため、
男女を問わず地域全体で取り組むよう、市の指導・助言をお願
いしたい。

自主防災組織における女性役員の登用については、東日本大
震災が発生した当初から、審議会としては強く要望していた。な
かでも、「参画」ということが重要であり、昼間、どこに誰がいるか
という実状が分かっている人（主として女性）が役員として中に
入り、避難所での体制作りも含め、防災プラン等を作成すること
が重要となる。すなわち、男性も女性も、老いも若きも一緒に
なってプランを作ることが参画であり、被害を最小限に止める手
段であると予測される。政府が目標としている2020年（202030）
までに残り７年である。現在、46行政区のうち、防災組織立ち上
げは29行政区であり、今後、防災組織立ち上げの際には、呼
びかけの仕方にも工夫するなどして、女性役員の登用の促進
を強く要望したい。

「サンサンウォーキング」等においては、定年退職した男性を含
め、女性も一緒に企画から経験するということでは、地域での女
性リーダーの育成につながる事業であり、評価したい。なお、3
月に実施されるＲＫＢ主催の古賀市のウオーキングには「サン
サンウォーキング」の講座に参加したメンバーが準備等に関
わっており、取組の成果といえる。
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九州大学サマーコースホストファミリー補助については、海外よ
りホームステイを受け入れ1～2週間滞在されることで、日常生
活上の違いや共通点を理解し、共有していくことは世界を理解
する上で重要なことである。昨年は７家族の応募であったが、今
後も事業を継続し、国際的な視野を持った市民を増やしていた
だきたい。
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農業農村男女共同参画推進の活動テーマを「次世代の育成」
として、農業女性視察や農業女性と消費者のつどいを開催す
る等、主体的な活動をされていることは大いに評価したい。古
賀市は議会推薦枠を使って、農業委員会に女性を入れた先進
的な自治体である。農業委員の女性人数が2名から増員されて
いないが、被選挙人資格に‘農業従事日数’‘耕作権’の条件
があるという事情もある。一方、農業委員を経験された農業女
性が積極的な活動をされている。農産加工「まんま実～や」もそ
の1つであり、農業女性が経営・運営に携わり、地域の農産物を
加工し、販売促進につなげていることも大いに評価したい。地
産地消、食育の推進に寄与するために、今後も継続的な活動
と次世代育成に取り組まれることをお願いしたい。また、農業委
員の女性枠拡大についても更なる努力をお願いしたい。　な
お、緊急雇用創出で、女性の失業者3名を雇用したこと、さら
に、3名の若手農業者が生まれたことは大きく評価できる。

農業経営の方針や家族ひとり一人の役割、働きやすい環境づ
くりなどについて、家族全員で話合いながら取り決める「家族経
営協定」の締結について指導されていることは、女性の経営参
画の促進にも寄与されることから評価したい。今後も、認定農業
者の経営改善計画の更新時期や農業者団体の会合など様々
な機会を通じて、次世代の就農者育成の観点からも「家族経営
協定」の締結促進のため積極的に支援されたい。

参画を目指すグループ活
動の活性化

国際交流事業については、市民団体からの申請に基づく補助
であり、担当課の課題としては、男女共同参画とはなりにくい側
面もあると捉えられているが、国際的な視野を広げる意味にお
いて関連があり、将来的に、男女共同参画の視点を持った人
材を育てる事業として評価したい。今後は、補助する段階にお
いて男女共同参画に関する視点を加える旨の指導をお願いし
たい。

「女性研修の翼」への参加事業については、市から1名が参加
した。1～2ヶ国を訪問し、女性問題や男女共同参画に関する
研修を通じて県内の仲間たちと交流することは意義深い。引き
続き補助と支援をお願いしたい。

「日本女性会議」への参加については、市から10名が参加し、う
ち、審議会委員が3名、リーダー養成事業を利用した市民が1
名参加した。開催回によっては、直接的に国際的な動向を把
握する体験になるとは限らないが、国際的視野を持ったリー
ダー養成としての意義は大きく、市民の参加を促す取り組みを
お願いしたい。

国際的視野を持つリー
ダー養成事業への市民参
加の推進

推進状況調査の実施

学習機会の提供及び家族
経営協定の締結等による
経営参画の推進

22年度から財政課が実施する「入札参加資格審査に伴う男女
共同参画推進状況調査」は、24年度で2度目であり、最新の集
計ができていないとのことで比較できないが、「福岡県子育て応
援宣言」の件数等により状況は好転しているようである。しかし
ながら、入札資格審査として評価がなされていないのが現状で
ある。全体的な評価が厳しいとのことであるが、実際に評価して
いる市町村の実状を把握し参考にしていただきたい。今後は2
年に1回のこの調査の継続と、早い時期に総合的な評価を含む
男女共同参画に取り組む企業への評価をぜひお願いしたい。
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就業意識の向上、定着の
促進

DV相談機能（女性ホットラ
イン等）の充実・強化

DV被害者支援体制の整備
と連携強化

市民のつどいやセミナー等様々な機会を通して、「相談カード」
や「かすや地区ホットライン」のカードを配布したり、女性トイレに
「相談カード」を設置するなど、広報・啓発活動に力を入れてい
るため、周辺の市町村に比較して相談件数が多い。古賀市が
人口に対する相談件数のパーセンテージが高いことについて
は、暴力的な男性が多いというわけでなく、むしろ周知が徹底し
ている好結果だと判断され、大いに評価したい。今後も様々な
機会を通して啓発し、相談が受けられるように更に充実・強化を
お願いしたい。

ＤＶ家庭で育つことイコール虐待であるとされている。また、虐
待を受けている子どもの家ではＤＶが起こっている確率が高い
と言われており双方が発見の窓口になっている。関係する機関
での情報の把握や交換、要保護児童ネットワーク会議での連
携をすることによりDV等の早期発見に努め、適切な支援を行っ
ていることは重要なことである。今後も連携して被害者の保護に
あたっていただきたい。なお、近年、子どもから高齢者に対する
虐待やハンディキャップを持った人へのいじめなどが増加傾向
にあるが、男女共同参画審議会としては、的を絞ることも含め議
論を重ねたい。

DV（デートDVを含む）防止に向けた講演会の開催について
は、平成22年度から市内2校の高校生を対象として実施してき
たが、平成24年度は都合により実施できなかった。近年のDV
等を原因とした事件が多発している中、生徒がDVについて、早
い段階で正しい知識を持つことは重要であり、高校に加えて中
学校での実施を実現させて頂きたい。小中学校でも人権教育
の場面で指導がなされており、古賀市人権施策基本指針にも
ＤＶの防止策が記載されている。さらに、市の職員研修におい
ても「インターネットと人権」の研修会が実施されている。今後も
努力していただき、あらゆる場面で防止に向けた啓発と研修会
の開催を実施していただきたい。

DV（デートDVを含む）防止
に向けた啓発及び研修会
の開催

前項に示したように、古賀市無料職業紹介所による市民への就
業促進の取り組み、特に女性の再就職への取り組みが実現し
ていることは評価したい。一方で、企業側に対する取り組みとし
て、福岡市ではワークライフバランス講座を受講すれば入札業
者のポイントが上がるというシステムを導入している。子育て支
援等の流れからきているワークライフバランスや男女共同参画
に関心が高くなってきており、他市町村の先進事例の調査等も
視野にいれて、検討して頂きたい。
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古賀市では、無料職業紹介所を設置し、市民への就業促進の
取り組みをされていることは極めて重要なことであり、大いに評
価したい。しかし、取り組み実数等の表記がなされていないた
め、審議会として実態が把握できないのは残念である。今後は
男女比、正社員とパート等の比率、前年度との比較等の記載を
願いたい。なお、担当課との質疑の中で、採用決定者451名
中、男性133名、女性318名であること、さらに、男性133名中、
正社員49名（36.8％）、非正規・パート84名（63.2％）であること、
女性318名中、正社員45名（14.1％）、非正規・パート273名
（85.8％）で増加傾向であることが判明した。これは、相談員を２
名に増員した効果とも考えられ、今後も積極的・発展的に取り
組んで頂きたい。

国際的動向の把握 国際的動向の把握について、「日本女性会議」への参加につ
いては、前項でも示したとおり、国際的なゲストの参加や海外か
らのシンポジウムが開催される場合以外には、必ずしも国際的
な動向を把握するものとはなっていないが、視野を広げるという
意義は大きい。今後は国際的動向が把握できるような取り組み
の工夫をお願いしたい。
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セクハラ・パワハラ等女性
に対する暴力を防止する
環境づくり
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市職員や区長によって構成されている古賀市防犯組合の防犯
パトロールは、女性・児童・生徒に対する暴力行為を防止する
環境づくりに役立っている。セクハラ・パワハラ等に関する記載
は、総務課が実施した事業所セミナーでの「相談カード」配布
による取り組みのみであった。しかしながら、質疑応答の中で、
人権センターの外郭団体である社会同和教育推進会や人権
尊重推進協議会によって、各校区・各企業に対する研修やセミ
ナーでも実施されていることが判明した。今後は実施している
事業等については実態に即した記載を願いたい。
　また、女性に対する暴力をさせない環境づくりに向けて、今後
も継続して努力願いたい。

ＤＶ家庭で育つことイコール虐待であるとされている。また、虐
待を受けている子どもの家ではＤＶが起こっている確率が高い
と言われており双方が発見の窓口になっている。関係する機関
での情報の把握や交換、要保護児童ネットワーク会議での連
携をすることによりDV等の早期発見に努め、適切な支援を行っ
ていることは重要なことである。今後も連携して被害者の保護に
あたっていただきたい。なお、近年、子どもから高齢者に対する
虐待やハンディキャップを持った人へのいじめなどが増加傾向
にあるが、男女共同参画審議会としては、的を絞ることも含め議
論を重ねたい。
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